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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信ネットワークにおいて動作する移動端末において実装される方法であって、
　前記移動端末についてのアイドル状態から接続済み状態への遷移を検出すること（４２
０）と、
　前記移動端末について最後に訪問した１つ以上のセルを識別する情報を含むモビリティ
レポートを形成し、及びまさに最後に訪問されたセルを前記モビリティレポートから省略
することにより、モビリティ情報を編成することと、
　検出される前記遷移に応じて又は前記遷移に関連して、前記無線通信ネットワーク内の
基地局へ前記モビリティ情報を送信すること（４３０）と、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記基地局へ前記モビリティ情報を送信すること（４３０）は、前記無線通信ネットワ
ークとの無線リソース制御接続の確立を要求するメッセージに前記モビリティ情報の少な
くともある部分を含めること、を含む、請求項１の方法。
【請求項３】
　前記基地局へ前記モビリティ情報を送信すること（４３０）は、前記無線通信ネットワ
ークとの無線リソース制御接続のセットアップの完了を示すメッセージに前記モビリティ
情報の少なくともある部分を含めること、を含む、請求項１又は２の方法。
【請求項４】
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　前記基地局へ前記モビリティ情報を送信すること（４３０）は、無線リソース制御再構
成手続の一部として送信されるメッセージに前記モビリティ情報の少なくともある部分を
含めること、を含む、請求項１～３のうちいずれかの方法。
【請求項５】
　前記モビリティ情報を送信する前に、前記無線通信ネットワークから構成データを受信
すること（４１０）、をさらに含み、
　前記構成データは、前記モビリティ情報をレポートするためのフォーマットを指定し、
若しくはレポートするセルの数を指定し、又はその両方を指定する、請求項３又は４の方
法。
【請求項６】
　識別される前記セルの数を所定の数に制限すること、若しくは識別される前記セルを前
記モビリティレポートが形成される前のある時間内に訪問されたセルに制限すること、又
はその両方をさらに含む、請求項１の方法。
【請求項７】
　識別される各セルに滞在した時間、若しくは識別される各セルについての１つ以上のタ
イムスタンプ、又はその両方を示す情報を、前記モビリティレポートに含めることをさら
に含み、当該タイムスタンプから、識別される各セルに滞在した時間が計算され得る、請
求項１～６のうちいずれかの方法。
【請求項８】
　ＧＰＳ（Global　Positioning　System）受信器又は他のＧＮＳＳ（Global　Navigatio
n　Satellite　System）受信器から取得されるスピード情報を、送信される前記モビリテ
ィ情報に含めることをさらに含む、請求項１～７のうちいずれかの方法。
【請求項９】
　送信される前記モビリティ情報は、ドップラー測定、Ｗｉ－Ｆｉ測位ソリューション、
及び他のローカルエリア測位技術のうち少なくとも１つから判定されるスピード情報を搬
送する汎用的な情報要素を含む、請求項１～８のうちいずれかの方法。
【請求項１０】
　送信される前記モビリティ情報は、前記移動端末により検出されたが訪問されていない
セルのリスト、及び各セルについての対応するタイムスタンプ情報を含む、請求項１～９
のうちいずれかの方法。
【請求項１１】
　送信される前記モビリティ情報は、使用される又は測定される１つ以上のＷｉ－Ｆｉア
クセスポイントからの測位情報をさらに含む、請求項１～１０のうちいずれかの方法。
【請求項１２】
　無線通信ネットワークにおいて動作する基地局において実装される方法であって、
　アイドル状態から接続済み状態への遷移に応じて又は遷移に関連して、移動端末により
送信されるモビリティ情報を受信すること（５２０）と、
　受信される前記モビリティ情報に基づいて、前記移動端末についての初期スピード推定
を判定すること（５３０）と、
　を含み、
　前記モビリティ情報は、前記移動端末について最後に訪問した１つ以上のセルを識別す
る情報を含むモビリティレポートを含み、但し、まさに最後に訪問されたセルは前記モビ
リティレポートから省略される、
　ことを特徴とする方法。
【請求項１３】
　前記無線通信ネットワークとの無線リソース制御接続の確立を要求するメッセージ内で
、前記モビリティ情報の少なくともある部分を受信すること、を含む、請求項１２の方法
。
【請求項１４】
　前記無線通信ネットワークとの無線リソース制御接続のセットアップの完了を示すメッ
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セージ内で、前記モビリティ情報の少なくともある部分を受信すること、を含む、請求項
１２又は１３の方法。
【請求項１５】
　無線リソース制御再構成手続の一部として送信されるメッセージ内で、前記モビリティ
情報の少なくともある部分を受信すること、を含む、請求項１２～１４のうちいずれかの
方法。
【請求項１６】
　前記モビリティ情報を受信する（５２０）前に前記移動端末に構成データを送信するこ
と（５１０）、をさらに含み、
　前記構成データは、前記モビリティ情報をレポートするためのフォーマットを指定し、
若しくはレポートするセルの数を指定し、又はその両方を指定する、請求項１４又は１５
の方法。
【請求項１７】
　無線通信ネットワークにおける動作のために適合される移動端末（６００）であって、
　無線ユニット（６１０）と、
　処理ユニット（６２０）と、
　を含み、
　前記処理ユニット（６２０）は、前記移動端末（６００）についてのアイドル状態から
接続済み状態への遷移を検出し、
　前記移動端末（６００）について最後に訪問した１つ以上のセルを識別する情報を含む
モビリティレポートを形成すること及びまさに最後に訪問されたセルを前記モビリティレ
ポートから省略することによりモビリティ情報を編成し、
　検出される前記遷移に応じて又は前記遷移に関連して、前記無線ユニット（６１０）を
使用して、前記無線通信ネットワーク内の基地局へ前記モビリティ情報を送信する、よう
に構成される、
　ことを特徴とする移動端末（６００）。
【請求項１８】
　前記処理ユニット（６２０）は、前記無線通信ネットワークとの無線リソース制御接続
の確立を要求するメッセージに前記モビリティ情報の少なくともある部分を含めるように
構成される、請求項１７の移動端末（６００）。
【請求項１９】
　前記処理ユニット（６２０）は、前記無線通信ネットワークとの無線リソース制御接続
のセットアップの完了を示すメッセージに前記モビリティ情報の少なくともある部分を含
めるように構成される、請求項１７又は１８の移動端末（６００）。
【請求項２０】
　前記処理ユニット（６２０）は、無線リソース制御再構成手続の一部として送信される
メッセージに前記モビリティ情報の少なくともある部分を含めるように構成される、請求
項１７～１９のうちいずれかの移動端末（６００）。
【請求項２１】
　前記処理ユニット（６２０）は、前記モビリティ情報を送信する前に、前記無線通信ネ
ットワークから構成データを受信するようにさらに構成され、
　前記構成データは、前記モビリティ情報をレポートするためのフォーマットを指定し、
若しくはレポートするセルの数を指定し、又はその両方を指定する、請求項１９又は２０
の移動端末（６００）。
【請求項２２】
　前記処理ユニット（６２０）は、識別される前記セルの数を所定の数に制限し、若しく
は識別される前記セルを前記モビリティレポートが形成される前のある時間内に訪問され
たセルに制限し、又はその両方を制限する、ように構成される、請求項２１の移動端末（
６００）。
【請求項２３】
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　識別される各セルに滞在した時間、若しくは識別される各セルについての１つ以上のタ
イムスタンプ、又はその両方を示す情報を、前記モビリティレポートに含めることをさら
に含み、当該タイムスタンプから、識別される各セルに滞在した時間が計算され得る、請
求項１７～２２のうちいずれかの移動端末（６００）。
【請求項２４】
　ＧＰＳ（Global　Positioning　System）受信器又は他のＧＮＳＳ（Global　Navigatio
n　Satellite　System）受信器をさらに含み、
　前記処理ユニット（６２０）は、前記ＧＰＳ受信器又は他のＧＮＳＳ受信器から取得さ
れるスピード情報を、送信される前記モビリティ情報に含めるようにさらに構成される、
請求項１７～２３のうちいずれかの移動端末（６００）。
【請求項２５】
　前記処理ユニット（６２０）は、ドップラー測定、Ｗｉ－Ｆｉ測位ソリューション、及
び他のローカルエリア測位技術のうち少なくとも１つから判定されるスピード情報を搬送
する汎用的な情報要素を、前記モビリティ情報に含めるようにさらに構成される、請求項
１７～２４のうちいずれかの移動端末（６００）。
【請求項２６】
　送信される前記モビリティ情報は、前記移動端末（６００）により検出されたが訪問さ
れていないセルのリスト、及び各セルについての対応するタイムスタンプ情報を含む、請
求項１７～２５のうちいずれかの移動端末（６００）。
【請求項２７】
　無線通信ネットワークにおける動作のために適合される基地局（７００）であって、
　無線ユニット（７１０）と、
　処理ユニット（７２０）と、
　を含み、
　前記処理ユニット（７２０）は、前記無線ユニット（７１０）を介して、アイドル状態
から接続済み状態への遷移に応じて又は遷移に関連して、移動端末により送信されるモビ
リティ情報を受信し、
　受信される前記モビリティ情報に基づいて、前記移動端末についての初期スピード推定
を判定する、ように構成され、
　前記モビリティ情報は、前記移動端末について最後に訪問した１つ以上のセルを識別す
る情報を含むモビリティレポートを含み、但し、まさに最後に訪問されたセルは前記モビ
リティレポートから省略される、
　ことを特徴とする基地局（７００）。
【請求項２８】
　前記処理ユニット（７２０）は、前記無線通信ネットワークとの無線リソース制御接続
の確立を要求するメッセージ内で、前記モビリティ情報の少なくともある部分を受信する
、ように構成される、請求項２７の基地局（７００）。
【請求項２９】
　前記処理ユニット（７２０）は、前記無線通信ネットワークとの無線リソース制御接続
のセットアップの完了を示すメッセージ内で、前記モビリティ情報の少なくともある部分
を受信する、ように構成される、請求項２７又は２８の基地局（７００）。
【請求項３０】
　前記処理ユニット（７２０）は、無線リソース制御再構成手続の一部として送信される
メッセージ内で、前記モビリティ情報の少なくともある部分を受信するように構成される
、請求項２７～２９のうちいずれかの基地局（７００）。
【請求項３１】
　前記処理ユニット（７２０）は、前記モビリティ情報を受信する前に前記移動端末へ構
成データを送信する、ようにさらに構成され、
　前記構成データは、前記モビリティ情報をレポートするためのフォーマットを指定し、
若しくはレポートするセルの数を指定し、又はその両方を指定する、
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　請求項２９又は３０の基地局（７００）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［関連出願］
　本出願は、２０１２年８月３日に提出された米国仮出願第ＵＳ６１／６７９，１３６号
の利益及び優先権を主張する。当該米国仮出願の全体の内容は、参照によりここに取り入
れられる。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ（3rd　Generation　Partnership　Project）は、ＬＴＥ（Long　Term　Evolu
tion）及びＳＡＥ（System　Architecture　Evolution）の概念からなるＥ－ＵＴＲＡＮ
（Evolved　Universal　Terrestrial　Radio　Access　Network）を仕様化するその作業
を継続している。ＲＡＮ２ワーキンググループでは、ヘテロジーニアスネットワーク（Ｈ
ｅｔＮｅｔ）のモビリティ拡張に関する検討事項がＬＴＥのためのリリース１１仕様の開
発の一部として進行中である。
【０００３】
　ＨｅｔＮｅｔでは、既存のホモジーニアスネットワークに、追加的な低電力で複雑度の
低い基地局が重畳される。このアプローチは、マクロの高密度化及び基地局のアップグレ
ードのコスト及び／又はキャパシティの制限を緩和するものと期待される。しかしながら
、ＨｅｔＮｅｔに伴う課題の１つは、システム性能を最適化するためにＬＴＥネットワー
クのための既存のモビリティ手続を改定する必要性である。
【０００４】
　ＨｅｔＮｅｔについてモビリティ手続を改善するそれら取り組みにおける焦点領域は、
スピード推定、即ち、特定の移動端末（３ＧＰＰの用語では“ユーザ機器”又は“ＵＥ”
、但し移動端末、移動局、無線端末などと互換可能に呼ばれることが多い）のスピードを
判定する方法に関係する。ＬＴＥネットワークのための現行の仕様によれば、スピード推
定は、ＵＥ又はネットワーク側のいずれかで判定されることができる。これら技法を、こ
こではそれぞれ“ＵＥベーススピード推定”及び“ネットワークベーススピード推定”と
いう。
【０００５】
ＵＥベースのスピード推定
　モビリティ状態推定（ＭＳＥ）は、特定の時間ピリオドの期間中にハンドオーバ又はセ
ル再選択の数をＵＥがカウントするという概念である。ＭＳＥは、無線リソース制御（Ｒ
ＲＣ）接続済み状態及びアイドルモードの双方において、ＵＥにより実行されることがで
きる。ＲＲＣ接続済み状態では、あるモビリティ測定関連パラメータをスケーリングする
ために、ＭＳＥを使用することができる。例えば、そのようにネットワークにより構成さ
れる場合に、ＵＥは、ＵＥモビリティ状態の検出に基づいて、Ａ３イベントのtimeToTrig
gerパラメータをスケーリングすることができる（３ＧＰＰ文書“Radio　Resource　Cont
rol　(RRC)　Protocol　Specification”（3GPP　TS　36.331,　v.10.6.0,　July　2012
）参照、www.3gpp.orgにおいて利用可能)。
【０００６】
　ＭＳＥは、もともとはホモジーニアスなネットワーク配備において作動するように設計
された。ヘテロジーニアスなネットワーク配備においては、しかしながら、セルは幅広く
変化するサイズを有するかもしれず、それは所与のネットワーク配備を通って同じスピー
ドで移動するＵＥがそれらがとるルートに依存して異なるハンドオーバカウントを取得し
得ることを意味する。これを図１において見ることができ、例えば図１は、各々がマクロ
基地局１１５によりサービスされる複数のマクロセル１１０を描いており、マクロセル１
１０には複数のスモールセル１２０が重畳されている。図示されたＵＥ１３０の双方が図
示されたエリアを通って進む際にマクロセル及びスモールセルの相応を検出するものと仮
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定すると、ＵＥ　Ａ及びＵＥ　Ｂが同一のスピードで移動し同様の距離を進むとしても、
図示されたルートについて、ＵＥ　Ａは、ＵＥ　Ｂ（７）よりも低いハンドオーバカウン
ト（３）を取得するであろう。
【０００７】
　変化するセルサイズを伴うヘテロジーニアスなネットワーク配備において、ＵＥベース
のモビリティ状態推定がより良く作動するためにどのように改善され得るかについて、様
々な提案が行われてきた。しかしながら、ＵＥベースのＭＳＥには考慮すべき多くの問題
が存在する。第１に、ほとんどの提案に共通するのが、モビリティ状態の計算時にセルサ
イズをなんらかの形で考慮に入れるということである。当然ながら、それが行われるため
に、ＵＥはセルサイズについて通知されなければならない。これはネットワークからＵＥ
へのシグナリングの労力を増加させ、セルサイズを知ることから得られるいかなる利益も
、この増加するシグナリングの労力と対比されるべきである。第２に、現在標準化されて
いるセルサイズ情報は、十分に正確かつ精密ではない。これがネットワークベースのスピ
ード推定との差異であり、ＯＡＭ（Operations,　Administration,　and　Maintenance）
構成は、この情報の粒度を拡張するために用いられ得る。第３に、セルの形状もＭＳＥに
影響する。例えば、より高度なマクロセルのセクタ化はＭＳＥに影響するであろうが、セ
ルは依然としてマクロセルである。このこともやはり、ＵＥには明らかではないであろう
が、ネットワークレベルでは知られ得る。最後に、セルレンジ拡張もセルサイズに影響し
、ひいてはＭＳＥに影響するであろう。
【０００８】
ネットワークベースのスピード推定
　ネットワーク側においては、例えば、小さなセルに高速で移動するＵＥのハンドオーバ
を回避するために、ＵＥスピードの知識はハンドオーバの決定に対する重要な入力である
。ＵＥ履歴情報（UE　History　Information）は、ＵＥがハンドオーバを実行している際
にｅＮＢ間で交換される。より具体的には、情報要素（ＩＥ；Information Element）UE
　History　Informationは、ＵＥがアクティブ状態において、ターゲットセルにハンドオ
ーバされる前にサービスされていたセル群に関する情報を含む。セルに関する当該情報は
、グローバルセルＩＤ、セルタイプ（大、中、小、極小）、及びＵＥが各セルに滞在した
時間を含む。
【０００９】
　この情報を用いて、ネットワークは、ＵＥスピードの大まかな推定を形成することがで
きる。推定は、配備、位置、送信電力、アンテナ構成といった、セルに関するより詳細な
情報も考慮することにより改善され得る。
【００１０】
　ネットワーク側のスピード推定において更なる改善を可能にするために、例えば、無線
リンク障害（Radio　Link　Failure；ＲＬＦ）レポートと同じフォーマットで、キロメー
トル／時間でのより汎用的なスピード推定を追加することにより、UE　History　Informa
tion　ＩＥ内の最終訪問セル（Last　Visited　Cell）パラメータをエンハンスすること
が提案されてきた。ｅＮＢ間でモビリティ履歴を知らせるための汎用的なフォーマットが
利用可能となるとしても、スピード推定処理の詳細はネットワーク実装に委ねられるであ
ろう。
【００１１】
　ネットワークベースのスピード推定は、ネットワークに接続された、即ちＲＲＣ接続済
み状態のＵＥについてのみ作動する。ネットワークに接続されていないＵＥ、即ち、アイ
ドル状態のＵＥは、ネットワークにセル変更をレポートしないであろう。結果的に、ネッ
トワークは、アイドルモードのＵＥにより横断されたセル境界の数の知識を有しない。ネ
ットワークベースのスピード推定についての１つの問題は、ＵＥがアイドル状態と接続済
み状態との間を頻繁に移動することである。これは、例えば、スマートフォンで小さな孤
立したパケットを時々送信し、送信と送信との間長時間休止している場合であり得る。こ
のようなユーザについて結果として生じる問題は、ネットワークが信頼できるスピード推
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定のための十分なハンドオーバ統計を収集することができないということである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　上述したように、ネットワークベースのスピード推定は、ネットワークへ接続されたＵ
Ｅについてのみ、即ちＲＲＣ接続済み状態において作動する。ネットワークへ接続されて
いないＵＥ、即ちアイドル状態にあるＵＥは、ネットワークへセル変更をレポートしない
であろう。よって、ネットワークは、ＵＥにより横断されたセル境界の数の知識を有しな
い。頻繁に接続済みからアイドル状態へ変化し及び再び元へ戻るＵＥについて、１つの問
題は、ネットワークが信頼できるスピード推定のための十分なハンドオーバ統計を全く収
集することができないであろうということである。従って、ＵＥのスピードを推定するた
めの改善された手続が必要とされる。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　アイドルから接続済みへの遷移におけるＵＥベースのＭＳＥの不正確性の問題に対処す
るために、本発明のいくつかの実施形態に従って構成されるＵＥは、ネットワークにその
スピードを通知するために、ＲＲＣ接続確立メッセージといったＲＲＣメッセージに追加
的な情報を追加する。この追加的な情報は、発明の様々な実施形態において、以下のうち
１つ以上を含む。
１．最近訪問したセルのリスト。各セルの滞在時間を指定する情報、又は各セルにおける
ＵＥの時間を導出するために使用され得るタイムスタンプ情報を含む。ネットワークは、
この情報を使用して、ハンドオーバベースのスピード推定を初期化することができる。
２．ＧＰＳ（Global　Positioning　System）ベースのスピード情報。多くのＵＥは、組
み込まれたＧＰＳ受信器を有し、ＧＰＳ受信器は、それが有効化されている場合に正確な
スピード情報を提供することができる。
３．ソースとは独立した、汎用スピード情報。
【００１４】
　無線通信ネットワークにおいて動作する移動端末において実装される、モビリティレポ
ート情報を改善するための例としての方法は、アイドル状態から接続済み状態への遷移を
検出することにより開始する。移動端末は、続いて、当該遷移に応じて又は遷移に関連し
て、ネットワークへモビリティ情報を送信する。ネットワークへ送信されるモビリティ情
報は上記で要約された追加的な情報タイプのうちいずれかを含む、１つ以上の様々な情報
要素を含む。
【００１５】
　いくつかの場合において、移動端末は、モビリティ情報を送信する前に無線通信ネット
ワークから構成データを受信する。この構成データは、モビリティ情報をレポートするた
めのフォーマットを指定し、若しくはレポートするセルの数を指定し、又はその両方を指
定する。
【００１６】
　いくつかの実施形態では、基地局へ送信されるモビリティ情報の少なくともある部分は
、無線通信ネットワークとの無線リソース制御（ＲＲＣ）接続の確立を要求するメッセー
ジに含まれる。例えば、ＬＴＥネットワークでは、モビリティ情報の全て又は一部は、RR
CConnectionRequestメッセージ内において送信され得る。いくつかの実施形態では、モビ
リティ情報の少なくともある部分は、ＬＴＥネットワークでのRRCConnectionSetupComple
teメッセージといった、無線通信ネットワークとのＲＲＣ接続のセットアップの完了を示
すメッセージ内において送信され得る。さらに他の実施形態では、基地局へ送信されるモ
ビリティ情報の全て又は一部は、ＲＲＣ再構成手続きの一部として送信されるメッセージ
、例えば、RRCConnectionReconfigurationCompleteメッセージの一部として含まれ得る。
【００１７】
　前述の実施形態のいずれも、移動端末について最後に訪問したセルを識別する情報を含
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むモビリティレポートを形成することにより、モビリティ情報を編成することをさらに含
んでよい。いくつかの場合には、移動端末は、識別されるセルの数を所定の数に制限し、
若しくは識別されるセルをレポートが形成される前のある時間内に訪問されたセルに制限
し、又はその両方を制限するように構成される。これらの実施形態のうちいくつかにおい
ては、移動端末は、まさに最後に訪問されたセルをモビリティレポートから省略する。こ
れらのうちいくつかの及び他の実施形態では、モビリティレポートは、識別される各セル
に滞在した時間、若しくは識別される各セルについての１つ以上のタイムスタンプ、又は
その両方を示す情報を含んでもよい。識別される各セルに滞在した時間が、当該タイムス
タンプから計算され得る。
【００１８】
　前述の実施形態のいずれにおいても、送信されるモビリティ情報は、ＧＰＳ（Global　
Positioning　System）受信器又は他のＧＮＳＳ（Global　Navigation　Satellite　Syst
em）受信器から取得されるスピード情報を含んでもよい。送信されるモビリティ情報は、
ドップラー測定、Ｗｉ－Ｆｉ測位ソリューション、及び他のローカルエリア測位技術のう
ち少なくとも１つから判定されるスピード情報を搬送する汎用的な情報要素を含んでもよ
い。いくつかの実施形態では、送信されるモビリティは、移動端末により検出されたが訪
問されていないセルのリスト、及び各セルについての対応するタイムスタンプ情報も含ん
でもよい。
【００１９】
　ＬＴＥ　ｅＮｏｄｅＢといった基地局における実装に好適な補完的な方法についても以
下で詳細に述べる。例としての方法は、移動端末への構成情報の任意的な送信により開始
し、構成データは、モビリティ情報をレポートするためのフォーマットを指定し、若しく
はレポートするセルの数を指定し、又はその両方を指定する。方法は、アイドル状態から
接続済み状態への遷移に応じて又は遷移に関連して、移動端末により送信されるモビリテ
ィ情報を受信することにより継続する。モビリティ情報は、上で要約され以下で詳細に述
べる情報要素及び／又は情報タイプのいずれかを含み得る。方法は、受信されるモビリテ
ィ情報に基づいて、移動端末についての初期スピード推定を判定することにより継続する
。
【００２０】
　これらの実施形態のうちいくつかでは、モビリティ情報の少なくともある部分は、無線
通信ネットワークとのＲＲＣ接続の確立を要求するメッセージ内において受信される。い
くつかの実施形態では、モビリティ情報の全ての部分は、無線通信ネットワークとのＲＲ
Ｃ接続のセットアップの完了を示すメッセージ内において受信される。この情報は、例え
ば、RRCConnectionSetupCompleteメッセージ内において受信され得る。同様に、モビリテ
ィ情報のある部分又は全ては、ＲＲＣ再構成手続の一部として送信されるメッセージ内に
おいて受信され得る。
【００２１】
　発明の実施形態は、上で要約された方法又はその変化形を実行するための適切なソフト
ウェアで構成される処理回路を含む移動端末装置も含み、同様に、対応する基地局装置も
含み得る。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
　本明細書中の実施形態の例は、添付図面を参照してより詳細に説明される。
【００２３】
【図１】ヘテロジーニアスモバイル通信ネットワークにおける移動端末により取られる代
替のパスを示す。
【図２】例としてのＲＲＣ接続確立手続を示す。
【図３】例としてのＲＲＣ接続再構成手続を示す。
【図４】移動端末における、モビリティレポート改善のための例としての方法を示す処理
フロー図である。
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【図５】基地局における、モビリティレポート改善のための例としての方法を示す処理フ
ロー図である。
【図６】例としての移動端末のコンポーネントを示すブロック図である。
【図７】例としての基地局のコンポーネントを示すブロック図である。
【００２４】
　当然ながら、本明細書中の実施形態は、上記特徴及び利点に限定されない。実際には、
当業者は、以下の詳細な説明を読み添付の図面を見ることにより、追加的な特徴及び利点
を認識するであろう。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　例示の目的で、本発明のいくつかの実施形態は、ＬＴＥ（Long-Term　Evolution）シス
テムを背景として説明されるであろう。しかしながら、本発明のいくつかの実施形態は、
例えば、ＷｉＭａｘ（ＩＥＥＥ　８０２．１６）システムを含む、より広く他の無線通信
システムに適用可能であり得ることが、当業者には明らかであろう。
【００２６】
　以下の説明において、基地局は、ＬＴＥ基地局についての３ＧＰＰ用語であるｅＮｏｄ
ｅＢ又はｅＮＢとしてしばしば記載され、一方、移動端末は、“ユーザ機器”又は“ＵＥ
”として言及され得る。この３ＧＰＰ用語の使用は非限定的なものであり、他の基地局及
び移動端末が使用され得ると理解されるべきである。本明細書で説明される技術は、３Ｇ
ＰＰにより標準化されるもの以外のシステムを含む、他の種類の通信システムに適用され
得る。同様に、本明細書で言及される移動端末は、例えば、携帯電話、スマートフォン、
ＰＤＡ、又はラップトップコンピュータを含む、そのようなシステムの使用に適合される
様々な種類のデバイスのいずれにも対応し得る。
【００２７】
　上述したように、ネットワークベースのスピード推定は、ネットワークに接続されたＵ
Ｅ、即ちＲＲＣ接続済み状態のみにおいて作動する。ネットワークに接続されていないＵ
Ｅ、即ちアイドル状態にあるＵＥは、ネットワークにセル変更をレポートしないであろう
。よって、ネットワークは、ＵＥにより横断されたセル境界の数の知識を有しない。頻繁
に接続済みからアイドル状態へ変化し及び再び元へ戻るＵＥについて、１つの問題は、ネ
ットワークが信頼できるスピード推定のための十分なハンドオーバ統計を全く収集するこ
とができないであろうということである。
【００２８】
　アイドルモードにあるＵＥは、３ＧＰＰ文書“Evolved　Universal　Terrestrial　Rad
io　Access　(E-UTRA);　User　Equipment　(UE)　procedures　in　idle　mode”（3GPP
　TS　36.304,　v.10.6.0　(July　2012)、www.3gpp.orgにおいて利用可能）の5.2.4.3章
で仕様化された、モビリティ状態推定（ＭＳＥ）を実行することができる。よって、上述
した問題の１つの解決策は、アイドルからアクティブへの遷移後に、ＵＥがそのアイドル
モードＭＳＥをｅＮｏｄｅＢへ送信することであるかもしれない。これは、ＵＥについて
のモビリティ状態の初期ビューをネットワークに与え、ＵＥのモビリティのより正確な判
定が実行され得るまで、ＵＥのスピードの初期推定ができるようにもする。しかしながら
、このアプローチでは、ＵＥにより再度計算されるモビリティ状態の推定は、上述した背
景技術で説明した不正確性に見舞われる。例えば、ＵＥは、それが通過するセルのサイズ
を知らないため、ＵＥスピードのネットワークの初期推定は、ヘテロジーニアス配備にお
ける不十分な正確性に見舞われるであろう。
【００２９】
　本発明の様々な実施形態は、ＵＥのスピードをネットワークに通知するために、ＵＥか
らネットワークに追加的な情報を送信することにより、これらの問題に対処する。以下の
説明において“モビリティ情報”と呼ばれるこの追加的な情報は、ＵＥのアイドル状態か
ら接続済み状態への遷移時に、又は遷移に応じて送信される。送信される可能性のあるモ
ビリティ情報の種類は、以下でより詳細に説明する。
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【００３０】
　ＥＵＴＲＡＮ（Enhanced　Universal　Terrestrial　Access　Network、ＬＴＥネット
ワークについての正式名称）を背景とするＲＲＣ接続確立手続が、図２に示されている。
図に見られるように、ＵＥは、RRCConnectionRequestメッセージを送信することにより、
当該手続を開始する。ネットワークは、RRCConnectionSetupメッセージで（ｅＮＢを介し
て）応答する。ＵＥは、RRCConnectionSetupCompleteメッセージで、当該手続を完了する
。
【００３１】
　発明のいくつかの実施形態において、ＵＥによりネットワークへ送信されるモビリティ
情報は、RRCConnectionRequestメッセージに含まれ、よって、RRCConnectionRequestメッ
セージは現在の標準に対して修正される。他の実施形態では、モビリティ情報は、修正さ
れたRRCConnectionSetupCompleteメッセージ内において送信される。
【００３２】
　当然のことながら、RRCConnectionSetupCompleteメッセージ内において情報を送信する
ことにはいくつかの利点がある。１つの利点は、このメッセージがＲＬＣ確認応答モード
で送信され、サイズにあまり制限がないことである。さらに、RRCConnectionSetupComple
teメッセージを使用することにより、レポートされるリストのフォーマット、例えば、レ
ポートするセルの数をネットワークが構成することが可能にもなる。よって、RRCConnect
ionSetupCompleteメッセージを介して情報を送信するように適合されるいくつかの実施形
態は、RRCConnectionSetupCompleteメッセージを送信する前にネットワークから構成デー
タを受信するようにも適合される。構成データは、レポートのフォーマット及び／若しく
はレポートするセルの数、又は両者の何らかの組み合わせを指定する。
【００３３】
　他の実施形態では、モビリティ情報は、ＲＲＣ接続確立の期間中よりもむしろ、ＲＲＣ
接続再構成手続の期間中にＵＥによりネットワークへ送信される。図３に、例としての再
構成手続が示されている。ネットワークは、当該手続を開始するために、まずRRCConnect
ionReconfigurationメッセージを送信する。ＵＥは、RRCConnectionReconfigurationComp
leteメッセージで応答する。追加的なモビリティ情報は、図３に示す修正されたRRCConne
ctionReconfigurationCompleteメッセージの一部として送信され得る。
【００３４】
　上述したアプローチは互いに排他的ではなく、共に連結され得ることに留意すべきであ
る。また、既存の標準と比較して、ＵＥにより送信される追加的なモビリティ情報につい
ての様々な代替手段が以下で説明される。この場合も同様に当然のことながら、これらの
代替手段は互いに排他的ではなく、本発明の様々な実施形態に結合され得る。
【００３５】
最後に訪問した（又は最近訪問した）セル情報
　上述した技術に従って送信される可能性のあるモビリティ情報の一例は、ＵＥについて
の最後に訪問した（即ち、最も最近訪問した）セルに関する情報を含むモビリティレポー
トである。例えば、各セルでの滞在時間を含む、いくつかの（例えば１６個の）最後に訪
問したセルが識別されるかもしれない。代替手段は、レポートが形成される前のある時間
内に訪問したセルに関する情報をこのレポートに含めることである。この代替手段の変化
形は、レポートされるセルの数について、例えば、所与の時間フレーム内の最近訪問した
セルを１６個までとする等の制限を加えることである。
【００３６】
　訪問済みセルについてレポートされる情報は、接続済みモードのハンドオーバ時にＸ２
インタフェース上でｅＮｏｄｅＢにより使用されるUE　History　Information　ＩＥにお
けるものと同様である。詳細には、３ＧＰＰ文書“Evolved　Universal　Terrestrial　R
adio　Access　Network (E-UTRAN);　X2　application　protocol　(X2AP)”（3GPP　TS
　36.423,　v.10.5.0　(March　2012)、www.3gpp.orgにおいて利用可能）の9.2.38章を参
照。
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【００３７】
　しかしながら、様々な実施形態においてＵＥによりレポートされる情報にはいくつかの
差異がある。例えば、１つの差異は、ＵＥがセルタイプについての情報を含むことができ
ないであろうということである。セルタイプは、セルサイズ（大、中、小、極小）につい
ての情報を含む。一方、スマートネットワーク実装は、レポートされるセルＩＤからこの
情報を推測することができるであろう。
【００３８】
　別の差異は、まさに最後に訪問したセルに対し、Ｘ２の場合とは異なる取り扱いをする
必要があることである。Ｘ２の場合、まさに最後に訪問したセルは、ターゲットセルへの
ハンドオーバ前のセルであり、滞在時間は、当該セルに入ってから離れるまで当該セルに
滞在した時間を反映する。一方、アイドルからアクティブに遷移する場合、まさに最後に
訪問したセルは、ＵＥがアイドルからアクティブへの遷移を実行するセルである可能性が
あり、当該セルに滞在した時間は、セルに入ってからＲＲＣ　connection　requestメッ
セージを送信するまでの時間を反映する。これをハンドリングするために少なくとも２つ
の異なる方法が存在する。１つのアプローチは、まさに最後に訪問したセルをＵＥがモビ
リティレポートに含めることである。ＵＥスピードを判定する際に、当該セルにおいて費
やされた対応する時間は、１つのセル全体を通しての移動に費やされる時間を反映しない
ということをネットワークは考慮に入れる。このアプローチの１つの動機付けは、それが
ＵＥの移動の直近の情報を与えるということである。よって、ＵＥがまだ１つのセル全体
を横断してなくとも、それがＵＥのスピードの突然の変化の標識を与える可能性がある。
第２のアプローチは、ＵＥがまだ１つのセル全体を横断していないため、レポートからま
さに最後に訪問したセルを意図的に省略することである。
【００３９】
　表１は、上述した技術に従ってＵＥにより送信される可能性のある、最後に訪問したセ
ル情報についての例としてのフォーマットのいくつかの詳細を示す。このフォーマットは
、最後に訪問したセル情報についてのｅＮＢからｅＮＢのレポートについて仕様化されて
いるものと類似しているが、“セルタイプ”フィールドが除去されている。
【００４０】

【表１】

 
【００４１】
ＧＰＳベースのスピード情報
　多くのＵＥは、使用可能であれば正確なスピード情報を提供することができる、組み込
まれたＧＰＳ受信器を有する。本発明のいくつかの実施形態において、上述した追加的な
モビリティ情報は、このスピード情報を含み得る。この情報をｅＮＢへ送信することは、



(12) JP 6141979 B2 2017.6.7

10

20

30

40

50

ネットワークベースのスピード推定機能を支援するであろう。ＧＰＳベースの情報と最後
に訪問したセルのリストとの１つの差異は、ＵＥがしばらくの間接続済みモードである場
合であっても、ＧＰＳ情報がネットワークについての追加の有用な情報を提供することで
ある。その結果、発明のいくつかの実施形態では、この情報はＲＲＣ接続済み状態におい
ても送信される。
【００４２】
　このスピード情報をＵＥからｅＮＢへ送信するための１つの好適なフォーマットは、情
報要素（ＩＥ）LocationInfoである。LocationInfoは、ＲＲＣ仕様書“Radio　Resource
　Control　(RRC)　Protocol　Specification,”（3GPP　TS　36.331,　v. 10.6.0　(Jul
y　2012)、www.3gpp.orgにおいて利用可能）において既に定義されている。ＩＥのLocati
onInfoは、測定情報及びＵＥ位置情報を関連付けるために、ＵＥにおいて利用可能な詳細
な位置情報を伝達するのに用いられる。
【００４３】
　LocationInfo　ＩＥのスピード情報を含む部分は、horizontalVelocityである。horizo
ntalVelocityは、３ＧＰＰ文書“Evolved　Universal　Terrestrial　Radio　Access　(E
-UTRA);　LTE　Positioning　Protocol　(LPP)”（3GPP　TS　36.355,　v.10.5.0　(July
　2012)、www.3gpp.orgにおいて利用可能）において定義され、方位（bearing）パラメー
タ（０から３５９までの整数、ＵＥの運動についての角度を表す）、及びhorizontalSpee
dパラメータを含む。この情報は、ＵＥの動きのスピードを伝え、例えば、ネットワーク
内のスピード推定機能を初期化するために使用され得る。方位情報は、ＵＥの動きの方向
を伝え、将来のハンドオーバの必要性を予測するためにネットワークにより使用され得る
ことに留意されたい。
【００４４】
　本発明の様々な実施形態においてＵＥからｅＮＢへ送信されるＧＰＳベースのスピード
情報は、完全なlocationInfo、又は単なるhorizontalSpeedのいずれかであり得る。ＧＰ
Ｓ受信器は多くの電力を消費するため、常に使用可能にはできないことに留意すべきであ
る。よって、HorizontalVelocity　ＩＥの送信は選択的、即ち、当該情報が利用可能であ
る場合にのみ提供される。
【００４５】
汎用的なスピード情報
　発明のいくつかの実施形態では、スピード情報についての汎用的な情報要素が定義され
る。この汎用的な情報要素は、スピード情報のソースから独立である。よって、ＵＥは、
ドップラー測定といった、そのスピードを判定するためのいくつかの手段のうちいずれを
も使用することができる。他の可能性は、特にＵＥが屋内にある場合にはＷｉＦｉ測位ソ
リューション、又は他のローカルエリア測位技術を含む。
【００４６】
　幅広いＵＥの実装を促進するために、スピード推定の精度について要件が存在すべきで
ない。当然ながら、ネットワークはスピード推定を使用する際、このことを考慮に入れる
ことも必要である。
【００４７】
　ネットワーク側において、ハンドオーバ時にソースｅＮＢが汎用的なスピード情報要素
をターゲットｅＮＢへ送信するという選択肢は、ＭＲＯ（Mobility　Robustness　Optimi
zation）検討事項テクニカルレポートリリース１１［RAN3　X2　spec］の一部として言及
されていることに留意すべきである。
【００４８】
タイムスタンプ
　前述した技術と組み合わされることが可能な別の技術は、訪問した各セルについてタイ
ムスタンプを付加することである。各タイムスタンプは、セル再選択が行われた絶対時間
を反映する。このタイムスタンプ情報は、“セルに滞在した時間”情報に加えて、又はそ
れに代えて提供され得る。この情報から、ネットワークは、各セルに滞在した時間ととも
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に、あるセルに入ってから現在の位置に到着するまでの時間を計算することができる。し
かしながら、それは、共通の時間レファレンスも必要とするであろう。
【００４９】
測定されるセル
　ＵＥは、タイムスタンプを含む、検出したが訪問していないセルのリストも含め得る。
例えば、ネットワークは、別の周波数上のセル、又は例えばＷＬＡＮといった別の無線ア
クセス技術を表すセルについて測定するようにＵＥを構成してもよく、ＵＥは、そのよう
な測定の結果をレポートしてもよい。
【００５０】
屋内での測位
　使用される又は測定されるＷｉＦｉアクセスポイントから測位情報を導出することが可
能ないくつかのＵＥアプリケーション（例えば、http://www.skyhookwireless.com）があ
る。ｅＮＢに中継される追加的なモビリティ情報はこの測位情報を含むことができ、いく
つかの実施形態では、その場合に、ネットワークベースのスピード推定機能に入力される
情報をネットワークが使用することができる。
【００５１】
　よって、本発明の実施形態は、モビリティ情報のレポートを改善するための方法を含む
。ＬＴＥ　ＵＥといった移動端末での実装に好適な例としての方法が、図４に示される。
ブロック４２０（ブロック４１０については以下で述べる）に示されるように、図示され
る方法は、アイドル状態から接続済み状態への遷移を検出することを含む。ブロック４３
０に示されるように、移動端末はその後、当該遷移に応じて又は遷移に関連して、ネット
ワークにモビリティ情報を送信する。ネットワークへ送信されるモビリティ情報は、上述
した１つ以上の情報要素及び／又は情報タイプを含む。
【００５２】
　上で示唆したように、いくつかの場合において、移動端末はモビリティ情報を送信する
前に、無線通信ネットワークから構成データを受信する。この構成データは、モビリティ
情報をレポートするためのフォーマット若しくはレポートするセルの数、又はその両方を
指定する。しかしながら、図４のブロック４１０で示されるこのステップは、全ての実施
形態に現れない可能性があり、及び／又は追加的なモビリティ情報が送信される度に使用
されない可能性がある。その理由から、このステップは、図４の処理フロー図において“
選択的に”と示されている。
【００５３】
　いくつかの実施形態では、基地局へ送信されるモビリティ情報の少なくともある部分は
、無線通信ネットワークとの無線リソース制御（ＲＲＣ）接続の確立を要求するメッセー
ジ内に含まれる。例えば、ＬＴＥネットワークでは、モビリティ情報の全て又は一部は、
RRCConnectionRequestメッセージ内において送信され得る。いくつかの実施形態では、モ
ビリティ情報の少なくともある部分は、ＬＴＥネットワークにおけるRRCConnectionSetup
Completeメッセージといった、無線通信ネットワークとのＲＲＣ接続のセットアップ完了
を示すメッセージ内において送信されてもよい。さらに他の実施形態では、基地局へ送信
されるモビリティ情報の全て又は一部は、ＲＲＣ再構成手続の一部として送信されるメッ
セージ内、例えば、RRCConnectionConfigurationCompleteメッセージの一部として含まれ
てもよい。
【００５４】
　先の実施形態のいずれも、移動端末についての最後に訪問したセルを識別する情報を含
むモビリティレポートを形成することによりモビリティ情報を編成すること、をさらに含
んでよい。いくつかの場合においては、移動端末は、識別されるセルの数を所定の数に制
限するように、若しくは識別されるセルをレポートが形成される前のある時間内に訪問さ
れたセルに制限するように、又はその両方を制限するように構成される。これらの実施形
態のうちいくつかでは、移動端末は、まさに最後に訪問したセルをモビリティレポートか
ら省略する。これらの実施形態のうちいくつか、及び他の実施形態において、モビリティ
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レポートは、識別される各セルに滞在した時間、若しくは、識別される各セルに滞在した
時間がそこから計算され得る、識別される各セルについての１つ以上のタイムスタンプ、
又はその両方を示す情報を含み得る。
【００５５】
　先の実施形態のうちいずれにおいても、送信されるモビリティ情報は、ＧＰＳ受信器又
は他のＧＮＳＳ（Global　Navigation　Satellite　System）受信器から取得されるスピ
ード情報を含んでよい。送信されるモビリティ情報は、ドップラー測定、Ｗｉ－Ｆｉ測位
ソリューション、及び他のローカルエリア測位技術のうち少なくとも１つから判定される
スピード情報を搬送する、汎用的な情報要素を含んでもよい。いくつかの実施形態では、
送信されるモビリティはまた、移動端末により検出されたが訪問していないセルのリスト
、及び各セルについての対応するタイムスタンプ情報も含んでもよい。
【００５６】
　図４は、移動端末における実装に好適な汎用化された方法を示したが、図５の処理フロ
ー図は、ＬＴＥのｅＮｏｄｅＢといった基地局における実装に好適な補完的方法を示す。
【００５７】
　ブロック５１０に示すように、図示される方法は、選択的に、移動端末に対する構成情
報の送信により開始する。当該構成データは、モビリティ情報をレポートするためのフォ
ーマットを指定し、若しくはレポートするセルの数を指定し、又はその両方を指定する。
図４の処理フロー図に関連して上述したように、この動作は、発明の全ての実施形態にお
いて、又は方法が実行される全ての場合において現れない可能性がある。このため、この
ステップは図５において“選択的に”と示されている。
【００５８】
　ブロック５２０で示すように、方法は続いて（又は、ブロック５１０で示される動作が
省略される場合、開始して）、アイドル状態から接続済み状態への遷移に応じて又は当該
遷移に関連して移動端末により送信されるモビリティ情報が受信される。モビリティ情報
は、上述した情報要素及び／又は情報タイプのうちいずれを含んでもよい。方法は続いて
、ブロック５３０において示されるように、受信した情報に基づいて基地局により移動端
末についての初期スピード推定が判定される。
【００５９】
　いくつかの実施形態では、モビリティ情報のうち少なくともある部分は、無線通信ネッ
トワークとのＲＲＣ接続の確立を要求するメッセージ内において受信される。いくつかの
実施形態では、モビリティ情報の全ての部分は、無線通信ネットワークとのＲＲＣ接続の
セットアップの完了を示すメッセージ内において受信される。この情報は、例えば、RRCC
onnectionSetupCompleteメッセージ内において受信されてもよい。同様に、モビリティ情
報のうちある部分又は全ては、ＲＲＣ再構成手続の一部として送信されるメッセージ内に
おいて受信されてもよい。
【００６０】
　上述した方法及び技術のうちある部分は、図６に図示されるような無線送受信装置にお
いて実装されるであろうことを、当業者は理解するであろう。図６は、ＬＴＥ　ＵＥとい
った移動端末において実現される、本技術に関連するコンポーネントのごく一部を示す。
【００６１】
　図示される装置は、無線回路６１０及びベースバンド＆制御処理回路６２０を含む。無
線回路６１０は、典型的には、ＬＴＥについての３ＧＰＰ標準といった特定の通信標準に
従って、既知の無線処理及び信号処理コンポーネント及び技術を使用する、受信回路及び
送信回路を含む。そのような回路の設計に関する様々な詳細及び工学的トレードオフは周
知であり、発明の完全な理解には不必要であるため、さらなる詳細についてここでは示さ
ない。
【００６２】
　ベースバンド＆制御処理回路６２０は、１つ以上のマイクロプロセッサ又はマイクロコ
ントローラ６３０を含むとともに、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、専用デジタルロ
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ジック等の他のデジタルハードウェア６３５も含む。マイクロプロセッサ６３０及びデジ
タルハードウェアのいずれか又は両方が、無線パラメータ６４４と共にメモリ６４０に格
納されるプログラムコード６４２を実行するように構成され得る。この場合も同様に、モ
バイル装置のためのベースバンド処理回路の設計に関する様々な詳細及び工学的トレード
オフは周知であり、発明の完全な理解には不必要であるため、さらなる詳細についてここ
では示されない。
【００６３】
　読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ、キャッシュメモリ、フラッ
シュメモリ装置、光学式記憶装置等といった１つ又は複数の種類のメモリを含み得るメモ
リ回路６４０に格納されるプログラムコード６４２は、１つ以上の通信及び／又はデータ
通信プロトコルを実行するためのプログラム命令を含むとともに、複数の実施形態におい
て本明細書に記載した１つ以上の技術を実現するための命令も含む。無線パラメータ６４
４は、予め定義される１つ以上のパラメータを含み得る。
【００６４】
　したがって、発明の様々な実施形態において、図６のベースバンド＆制御処理回路６２
０のような処理回路は、上述された上述の１つ以上の技術、特に、図４において汎用的に
図示され、上で詳細に述べられた技術を実現するように構成される。同様に、他の実施形
態は、１つ以上のこれらの技術を実現するように構成される制御処理回路を含む。いくつ
かの場合において、これらの処理回路は、本明細書に記載される１つ以上の技術を実装す
るために、１つ以上の好適なメモリ装置に格納される適切なプログラムコードで構成され
る。よって、例えば、発明のいくつかの実施形態に係る例としての移動端末は、無線ユニ
ット及び処理ユニットを含み、処理ユニットは、アイドル状態から接続済み状態への移動
端末の遷移を検出し、及び検出される遷移に応じて又は遷移に関連して、無線通信ネット
ワーク内の基地局へ無線ユニットを使用してモビリティ情報を送信するように構成される
。当然ながら、これらの技術のステップ群のうちの全てが必ずしも単一のマイクロプロセ
ッサにおいて実行されるわけではなく、又は単一のモジュールにおいてですらそうである
ことが理解されるであろう。
【００６５】
　同様に、上述した技術のいくつかは、３ＧＰＰ無線ネットワークにおけるｅＮｏｄｅＢ
といった基地局において実装され得る。図７は、１つの可能性のある基地局のいくつかの
コンポーネントを示し、本技術に関するごくわずかのコンポーネントを示す、ブロック図
である。無線システム設計における当業者は、これらのコンポーネントが基地局又は移動
端末の使用のために適合されるように、これらのコンポーネントの詳細な設計は変化する
ことを理解するであろうが、図示されるネットワークノードのいくつかの態様は、図６の
類似の特徴に対応していることが理解されるであろう。
【００６６】
　図示される装置は、無線回路７１０及びベースバンド＆制御処理回路７２０を含む。無
線回路７１０は、典型的には、ＬＴＥについての３ＧＰＰ標準といった特定の通信標準に
従って、既知の無線処理及び信号処理コンポーネント及び技術を使用する、受信回路及び
送信回路を含む。そのような回路の設計及び実装に関する様々な詳細及び工学的トレード
オフは周知であり、発明の完全な理解には不必要であるため、更なる詳細についてここで
は示さない。
【００６７】
　ベースバンド＆制御処理回路７２０は、１つ以上のマイクロプロセッサ又はマイクロコ
ントローラ７３０を含むとともに、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、専用デジタルロ
ジック等の他のデジタルハードウェア７３５も含む。マイクロプロセッサ７３０及びデジ
タルハードウェアのいずれか又は両方が、無線パラメータ７４４と共にメモリ７４０に格
納されるプログラムコード７４２を実行するように構成され得る。この場合も同様に、無
線基地局及び他のネットワークノードのためのベースバンド／制御処理回路の設計に関す
る様々な詳細及び工学的トレードオフは周知であり、発明の完全な理解には不必要である
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ため、さらなる詳細についてここでは示されない。
【００６８】
　送信装置７１０は、無線ネットワーク内の他のノードと通信するために構成されるネッ
トワークインタフェース回路７５０をさらに含む。特にｅＮｏｄｅＢにおいては、このネ
ットワークインタフェース回路は、３ＧＰＰ仕様により定義されるＸ２インタフェースを
使用して他のノードと通信するように構成される。
【００６９】
　読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ、キャッシュメモリ、フラッ
シュメモリ装置、光学式記憶装置等といった１つ又は複数の種類のメモリを含み得るメモ
リ回路７４０に格納されるプログラムコード７４２は、１つ以上の通信及び／又はデータ
通信プロトコルを実行するためのプログラム命令を含むとともに、複数の実施形態におい
て本明細書に記載した１つ以上の技術を実現するための命令も含む。無線パラメータ７４
４は、予め定められた構成パラメータとともに、システム測定等から判定されるパラメー
タも含む。
【００７０】
　したがって、発明の様々な実施形態において、図６のベースバンド＆制御処理回路６２
０のような処理回路は、モビリティレポート情報を改善するための上述の１つ以上の技術
、特に、図４において汎用的に図示され、上で詳細に述べられた技術を実現するように構
成される。同様に、他の実施形態は、１つ以上のこれらの技術を実現するように構成され
る制御処理回路を含む。いくつかの場合において、これらの処理回路は、本明細書に記載
される１つ以上の技術を実装するために、１つ以上の好適なメモリ装置に格納される適切
なプログラムコードで構成される。よって、例えば、発明のいくつかの実施形態に係る例
としての基地局は、無線ユニット及び処理ユニットを含み、処理ユニットは、無線ユニッ
トを介して、アイドル状態から接続済みへの遷移に応じて又は遷移に関連して、移動端末
により送信されるモビリティ情報を受信し、受信されるモビリティ情報に基づいて、移動
端末についての初期スピード推定を判定する、ように構成される。当然ながら、これらの
技術のステップ群のうちの全てが必ずしも単一のマイクロプロセッサにおいて実行される
わけではなく、又は単一のモジュールにおいてですらそうであることが理解されるであろ
う。
【００７１】
　本発明のいくつかの実施形態の例は、添付された特定の実施形態の図示を参照して上で
詳細に記載された。当然ながら、コンポーネント又は技術の全ての考えられる組み合わせ
を記載することはできないため、本発明は、発明の本質的な特徴から逸脱することなくこ
こで特に説明するものとは別の方法で実装され得ることを、当業者は理解するであろう。
前述の説明及び関連する図面に提示された教示の利益を有する開示された発明の修正及び
他の実施形態は、当業者に思い浮かぶであろう。したがって、本発明は、開示される特定
の実施形態に限定されるべきでなく、修正及び他の実施形態は、本開示の範囲内に含まれ
ることが意図されると理解されるべきである。特定の用語が本明細書中で採用され得るが
、それらは、限定の目的ではなく汎用的かつ説明的な意味においてのみ使用される。本実
施形態は、したがって全ての点において、制限的ではなく例示的なものとして考慮される
べきである。
【００７２】
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